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１ 募集の趣旨  

大阪市では、増加する多様な地域の保育ニーズに対応するため、認可保育所や認定こ

ども園の整備、地域型保育事業の実施などにより入所枠の拡充を図っており、今回、地域

型保育事業所（事業所内保育）を設置・運営していただける方を募集します。 

事業所内保育事業とは、保育を必要とする満３歳未満の乳幼児について、当該事業所の

従業員等のこども（以下、「従業員枠（こども）」という。）とその他のこども（以下、「地

域枠（こども）」という。）を事業主自らが設置する施設又は当該事業主から委託を受けて

実施する施設において保育を行う事業です。 

 

２ 応募にあたっての注意事項 

(１)  募集要項の内容は、令和７年度事業であり、令和７年度の予算が大阪市会で議決され

た場合に執行が可能となります。そのため、状況によって募集の中止や、募集要項の内

容が変更となる可能性があります。また、スケジュールに関しても現時点での予定とな

りますので、本市ホームページや問合せ等により、状況を常に確認するようにしてくだ

さい。 

 

(２)  本募集要項の定義などは、本市の解釈によるものとします。 

 

(３)  事業所内保育事業所の整備については、本市からの開設にかかる補助金（施設整備）

はありません。事業所の設置費用について、すべての資金をご用意していただく必要が

あります（自主財源による整備）。 

 

(４) 同一物件で、別途募集しております、「大阪市保育施設等設置・運営事業者（入所枠：

北区・福島区・中央区 ６人以上 29人以下）（入所枠：北区・福島区・中央区以外 ６

人以上 49 人以下）整備事業」他との重複応募はできません。 
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(５) 各地域における募集数に上限はありません。応募いただきました事業計画について、

書類審査及びヒアリングにより適格性審査を行い、個別に決定します。 

 ただし、応募状況等により、他事業者が同一物件に応募及び競合をする場合には、止

むを得ず選定審査等となる場合があります。 

 

(６) ご不明な点やご質問がありましたら、下表の連絡先へお電話等でお問い合わせくださ

い。質疑内容が応募事業者に共有すべき内容であれば必要に応じて本市 HP により連

絡します。なお、個別案件の内容につきましては、応募相談をご利用ください。 

 

大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 地下１階北側 

大阪市役所 こども青少年局幼保施策部幼保企画課（環境整備グループ） 

電話 ０６－６２０８－８０４１・８１０９ 
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３ 応募条件、事業類型・定員等 

 

(１)  応募にかかる条件 

令和８年３月末までに施設整備を完了し、大阪市の認可及び確認を受けて、令和８年

４月１日までに運営を開始してください。※整備状況等に応じて本市との協議により、

早期開設が可能です。 

応募数に上限はありませんが、応募案件が選定された場合は、すべて事業化してくだ

さい。 

なお、開設にあたっては、保育ニーズや保育提供終了後の連携先等も含めて事業計画

を策定したうえで応募するようにしてください。 

また、保育所等の安定的な事業の継続性の観点から、①建物を賃貸借して改装する場

合は建物賃貸借契約を 10 年以上（改修期間を除く）にする、②土地を借りて保育所等

を建築する場合は、土地の賃貸借期間を建物の耐用年数期間以上（建築期間を除く）に

する、など長期の経営を目指してください。 

また、応募時点で認可を受けていない施設・事業所から給食搬入を受ける事業計画で

の応募はできません。（社内食堂からの搬入は可能です。） 

 

(２)  募集地域 

大阪市内全域にて募集します。地域ごとに募集数の上限もありません。 

 

(３)  事業類型・定員 

募集における事業類型及び定員については、以下のとおりとします。 

なお、事業所の定員の構成については、原則０歳～２歳の全年齢において定員を設定

することとし、０歳児≦１歳児≦２歳児となるようにしてください。 

ア 保育所型事業所内保育事業 

定員 ０～２歳児  20 人以上 

イ 小規模型事業所内保育事業（A 型・Ｂ型） 

定員 ０～２歳児  19 人以下 
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(４)  地域の児童にかかる入所枠（地域枠）の設定について 

利用定員数に応じ、下表の数以上の地域枠の設定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  地域枠と従業員枠との関係 

⚫ 大阪市では、「地域枠」について、従業員のこどもを預かる運用を原則認めないこ

ととします。 

⚫ 一方、「従業員枠」につきましては、本市との協議等により、地域のこどもを従業

員枠で預かることを可能とします。 

   

  

利用定員数 地域枠 

（内数） 

利用定員数 地域枠 

（内数） 

１～５人 １人 26～30 人 ７人 

６～７人 ２人 31～40 人 10 人 

８～10 人 ３人 41～50 人 12 人 

11～15 人 ４人 51～60 人 15 人 

16～20 人 ５人 
61 人～ 20 人 

21～25 人 ６人 
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４ 設備及び運営の基準（概要） 

類型 保育所型事業所内保育 
小規模型事業所内保育 

Ａ型 Ｂ型 

対象児童 ０～２歳児 

認可定員 20 人以上 ６人～19 人 

保育 

従事者 

職員

数 

【０歳児】 ３：１ 

【１・２歳児】６：１ 

【０歳児】 ３：１ 

【１・２歳児】６：１ 

【０歳児】 ３：１ 

【１・２歳児】６：１ 

※上記に加え、保育に従事する職員を１名追加要 

資格 

保育士 保育士 

保育士 １／２以上 

(保育士以外は市長が行

う研修を修了した者） 

※ 本事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち１人を一定の条件

に限り、保育士配置上の保育士とみなすことができる。 

保育室 

設備 
【０・１歳児】乳児室又はほふく室 

【２歳児】保育室 

面積 
【０・１歳児】１人あたり3.3 ㎡以上 

【２歳児】１人あたり1.98 ㎡以上 

屋外 

遊戯場 

設備 
同一敷地内に遊戯等に適した広さの庭 

（付近の公園で代替可） 

面積 ２歳児１人につき3.3㎡以上 

給食 

給食 

原則、自園調理 

※連携施設等又は社員食堂からの搬入可 

※調理業務の委託可 

設備 調理室 調理設備 

職員 
調理員 

※調理業務全部の委託を行う場合及び連携施設等から搬入を行う場合は不要                                     

その他設備 

調乳設備、便所、医務

室（０・１歳児のみ） 

保育室と区画された沐

浴設備、シャワー設備 

、幼児用トイレ、幼児 

用手洗い 

調乳設備、便所 

保育室と区画された沐浴設備、幼児用トイレ、幼児

用手洗い 

その他職員 嘱託医（内科・歯科） 

耐火基準等 
保育室等を２階以上に設置する場合は耐火・準耐火建築物であること及び２方

向避難経路の確保等が要件 

連携施設 地域枠については基本的に連携施設の設定が必要 ※詳細は12ページ参照 
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５ 応募資格 

(１) 実施主体について 

本応募につきましては、実施主体は問いません。事業主又は事業主から委託を受けて 

実施する者が応募可能です。委託先を認可主体とすることも可能とします。ただし、そ

の場合は、部分委託ではなく、運営業務を全面的に委託する必要があります。また、複

数の事業者による共同設置の場合は、共同設置事業者全てを確定させた上で、主たる事

業者を特定してください。 

 

(２) 応募資格について 

ア 社会福祉法人及び学校法人 

設置・運営法人としての要件はありません。 

イ 社会福祉法人及び学校法人以外の事業者 

  以下の(ア)～(キ)の要件を満たす必要があります。 

(ア) 直近の会計年度において、応募者が事業を行っている場合は、応募者の当該主体

の全体の財務内容について、３年以上連続して損失を計上していないこと。 

(イ) 本事業を経営するために必要な経済的基礎があること。 

各応募期間の応募受付開始月の１日時点において、本事業の年間事業費の概ね６分

の１以上に相当する資金を普通預金等により有していること。 

(ウ) 本事業を行うために必要な土地建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事

業の継続性の確保が図られると判断できる土地又は建物であり、賃借料が地域の水

準に照らして適正な額以下であること。 

(エ) 本事業を行う者（その者が法人である場合にあっては、経営担当役員（業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。））が、次の A～D のい

ずれにも該当すること。 

A 事業を実施するにあたって、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める

に足りる相当の理由がある者でないこと。 

B 応募者が児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 15 第 3 項第 4 号

に該当しないこと。 

C 大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号）第 8 条第 1 項第 6 号

に基づき、事業実施者になろうとする者が、同条例第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条第 3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。 

D 本事業を実施するにあたり、安全・安心の確保に疑義が生じていないこと。 
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(オ) 次の A 及び B のいずれにも該当するか、又は C に該当すること。なお、この場

合の「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、

幼稚園及び家庭的保育事業等をいいます。 

A  実務を担当する幹部職員が、保育所等において 2 年以上勤務した経験を有する

者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、

又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

B  社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準

ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（事業の運営に関

し、事業所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。）を設置する

こと。 

C  経営者に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当す

る幹部職員を含むこと。 

(カ) 委託により事業を実施する場合は、委託元（事業主）だけでなく、委託先につい

ても応募資格を満たすこと。また、委託先が認可主体となり応募する場合でも、委

託元（事業主）についても応募資格を満たすこと。 

(キ) 法人で応募する場合は、各応募期間の応募受付開始月の１日時点において法人が

設立されていること。 

 

(３) 運営事業の委託について 

ア 応募にあたっては、委託元だけでなく、委託先の財務内容等法人の運営状況も審

査対象とします。 

イ 委託期間 

   運営事業の委託期間は最低４年とする。 

ウ 契約書に以下の項目については必ず明記することとします。 

⚫ 委託業務内容 

⚫ 委託期間（４年以上） 

⚫ 事故発生時の責任体制 

⚫ その他運営にあたり必要な項目 

エ 委託先を変更する場合は保育への影響を及ぼさないよう、変更を行う日の１年前

までに、こども青少年局と協議すること。委託先を変更する際には、再度選定ヒアリ

ングを実施する予定です。 
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６ 事業概要等（応募選定にかかる基準） 

 ※ 詳細は「地域型保育事業所 開設・運営の手引き」を必ず参照してください。 

(１) 事業所の設置にかかる条件 

ア 事業所が「大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 26 年大阪市条例第 101 号）」、「大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26 年大阪市条例第 99 号）」、及びそ

の他の関係法令に適合した事業所であること。 

イ 現在認可を受けていない施設・事業所から給食搬入を受ける事業計画で応募するこ

とはできません。 

ウ 設置する事業所については、次の A～Ｄの要件をすべて満たしていること。 

A  原則として土地・建物の登記等が適切に行われていること。 

B  安定的な運営が可能であること。5 ページ「３ 応募条件、事業類型・定員等 

（１）応募に係る条件」を参照のこと。 

C  建築基準法による確認済証及び検査済証（台帳記載事項証明）の交付を受けて

おり、建築基準法及び関係法令・通知などに則った手続き（用途変更等）を行う

ことができること。 

D  現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。（検査済証の交付を受け

ていても建築確認通知日が昭和 56 年５月 31 日以前の建物は耐震調査をして問

題が無いもの又は耐震補強済の建物であること） 

エ 建物の条件 

   建築基準法による建築確認通知日が昭和 56 年６月１日以降で同法による検査

済証のある建物が基本要件になりますが、この要件を満たさない場合は以下の要件

及び次ページの表を参考にしてください。 

   検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、現行の耐震基準を満た

している旨の報告書等が必要になるとともに、次の A～C のいずれかを提出する必

要があります。ただし、こども青少年局より特定行政庁等に問い合わせをし、不適

格の場合は事業者選定の対象から除外となることがあります。 

 

   A 国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用

した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機関

等にて法適合状況調査を行い、その状況を示す書類を提出すること。 

   B 用途変更申請が必要な場合は、特定行政庁等と協議を済ませた既存状況報告

等の写しを提出すること。 

   C 用途変更申請が不要な場合は、建築基準法第 12 条第 1 項に基づく建築物定

期調査結果書の写しを提出すること。 

 

※ 応募する物件について、関係法令・通知などを遵守できることを予め確認する必要

があります。 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000388097.html#tiikigatatebiki
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000591128.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
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※ 用途変更について 

   建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100㎡超から200㎡超に変わって

おります（令和元年6月25日付け施行）。 

 

検査済証を取得していない建物の用途変更・増築 

 

実態として建築物が適法ではない                  適法に工事を完了したが、検査を受けていない 

 

 

                        200㎡超え                             200㎡以下             

 

 

                      用途変更申請必要                         用途変更申請不要       

 

 

                     既存状況報告書を作成                       建築基準法第 12条     

し、特定行政庁等へ提出                      第 1項の建築物定期      

調査結果書により、      

法適合性を確認でき    

                            法適合性を確認できれば、                     れば、その写しをこども     

既存状況報告書の写しを                      青少年局へ提出    

こども青少年局へ提出                                                                            

 

【参考：「６ 事業概要等（応募選定にかかる基準）(1)エ 建物の条件」】 

 

  

検査済証

の有無 

建築確認 

通知日 
必要提出書類 備  考 

有 

(紛失した

場合を含

む) 

昭和 56 年 

６月１日以降 
検査済証の写し 

★建築基準法第7条第5項

又は第7条の２第5項によ

る検査済証 

★検査済証を紛失した場合

は台帳記載事項証明が必要 

昭和 56 年 

5 月 31 日 

以前 

検査済証の写し及び 

耐震診断結果等新耐震基準での

耐震性が証明できるもの 

無 

(完了検査

を受けて

いない) 

★ 通知日は 

問わない 

① 
建築基準法適合状況調査に

よる調査書 

★耐震診断結果等新耐震基

準での耐震性が証明できる

もの及び①～③のいずれか

が必要。 

★特定行政庁へ照会し、場

合によっては不適格になる

ことがあります。 

② 
200 ㎡超の用途変更は既存

状況報告書（写） 

③ 

建築基準法第 12 条第 1 項

に基づく建築物定期調査結

果書 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000591128.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
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(２) 開所日等 

ア 開所日 

  日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12月 29 日から１月３日ま

での日を除く毎日 

イ 開所時間 

  保育標準時間の認定を受けたこどもの入所が可能なよう、原則１１時間以上とする。 

 

(３) 受入対象 

   保育認定を受けたこどものうち生後６か月から満３歳となる年度の末日までの者 

 

(４) 保育内容 

   入所児童の健全な育成に最適な保育環境を確保するとともに、国が定める「保育所     

保育指針」に準拠し、その他関係法令に基づいて保育を実施すること。 

 

(５) 連携施設の確保について 

事業者は、事業類型に応じて、次のア～ウに該当する連携協力を行う保育所、幼稚園

又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を確保する必要があります。 

ア 利用乳幼児に対する集団保育体験の機会の設定、保育の適切な提供に必要な事業者

等に対する相談、助言その他の保育内容に関する支援を行うこと。 

イ 地域型保育事業所の保育士等が急病等の場合、必要に応じて代替の保育を提供する

こと。 

ウ 地域型保育事業所を利用する乳幼児が３歳に達した後、引き続いて受入れを行うこ

と。 

分類 連携施設の設定義務 

① 保育所型（地域枠） 上記ウのみ 

② 保育所型（従業員枠） 義務なし 

③ 小規模型（地域枠） 上記ア～ウ 

④ 小規模型（従業員枠） 上記ア、イのみ 

※令和６年度末までは（令和 11 年度末まで延長予定）「家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令」（平成 31 年厚生労働省令第 49 号）にて、連携

施設の確保について猶予される経過措置期間となっていますが、連携施設の確保に努め

てください。 
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(６) 費用徴収等について 

ア 地域型保育給付について 

【地域枠のこども】 

市町村から各事業所への地域型保育給付は、公定価格（国が定める地域型保育事業

に通常要する費用）から保育料（事業者が徴収）を控除したものとなります。 

※ 公定価格（国が定める額）－保育料（事業者が徴収）＝地域型保育給付 

  なお、給付費は、制度上は保護者に対する個人給付ですが、法定代理受領により市

町村から直接各事業者に支払われます。 

【従業員枠のこども】 

従業員枠で利用するこどもについては、居住する市町村において支給認定を受け

る必要があり、給付についても居住する市町村が行うこととなります。 

また、従業員枠のこどもの利用について福利厚生・人材確保の側面もあることから

事業者に一定の負担を求めることとしており、公定価格の基本分単価について、従業

員枠のこどもに対する金額は地域枠のこどもに対する金額の 84％となっています。 

イ 保育料（利用者負担額）について 

【地域枠のこども】 

保育料（利用者負担額）については、市町村が決定し、各事業者が徴収します。 

そのため、保護者が居住する市町村（本市の場合は区保健福祉センター）から保護

者に決定通知を行うとともに事業者に対してその金額をお知らせし、事業者が保護

者から保育料を徴収することとなります。 

【従業員枠のこども】 

従業員枠における利用者負担額については、居住する市町村にて決定した保育料

を上限として、事業者が決定することができます。 

そのため、事業者における福利厚生事業の一環として保育料の一部又は全部を事

業主として事業者が負担することもできます。 

ウ その他徴収金 

通常、保育に必要となる諸経費については、保育料及び給付費によって賄われるの

で、特別保育（延長保育・一時保育・休日保育等）にかかる利用料、給付費に含まれ

ない必要経費及び教育・保育の質の向上を図る上で必要となる上乗せ利用料以外は、

保護者から費用を徴収することはできません。 

 なお、これらの費用については、事業の性質を鑑み、利用者の世帯の負担を考慮す

る必要があります。 

※ 保育料・給付費に含まれない必要経費とは、児童に帰属するもの（制服・個人で使

用する保育用品）等であり、保育料及び特別保育にかかる費用以外を徴収する際に

は、運営（管理）規程において規定するとともに、重要事項説明書にて保護者に対

し使途を明確に説明したうえで承諾を得る必要があります。 
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７ 欠格事項 

大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱別表各号に掲げる次のいずれかに該当する事業

者は、選定を受けることができません。 

(１) 応募者又はその役員等が、暴力団員であると認められるとき 

(２) 応募者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認め

られるとき 

(３) 応募者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の

利益を不当に与えたと認められるとき 

(４) 応募者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に

非難されるべき関係を有していると認められるとき 

(５) 応募者又はその役員等が、下請契約、資材、原材料の購入契約又はそのほかの契約に当

たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記(1)～(4)に該当する者

であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 

 

  また、応募者が児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 15 第 3 項第 4号

に該当している場合についても選定を受けることができません。 

 

８ 失格事項 

次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者選定の対象から除外します。 

(１)  選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

(２)  提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３)  提出書類の記載内容に齟齬があった場合 

(４)  この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

(５)  その他不正行為があった場合 
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９ 応募手続き 

(１) 募集要項の配布 

ア 配布期間 

令和６年 12 月 2３日（月）から令和７年８月 2１日（木）まで 

午前９時から午後５時 30 分まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く） 

イ 配布場所  

大阪市役所 こども青少年局幼保施策部幼保企画課（環境整備グループ） 

大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 地下１階北側 

電話 ０６－６２０８－８０４１・８１０９ 

※なお、募集要項は大阪市こども青少年局ホームページよりダウンロードできます。 

 

(２) 応募相談について 

【応募相談の申込みについて（予約制）】 

応募相談は、前日までに必ず電話で予約をしていただき、相談内容、人数、日時な

どをお伝えください。 

なお、応募予定事業者へ確認する内容もありますので、コンサルタントの方のみで

の来庁はご遠慮ください。 

予約状況により、希望の日時に対応ができない場合がありますので、あらかじめご

了承ください。 

【応募相談期間】 

   応募期間ごとに相談を受け付けます。なお、本募集要項全般に関する相談は随時 

受け付けます。 

■応募期間 1 令和６年 12 月 2３日（月）から令和７年 2 月 1８日（火）まで 

■応募期間 2 令和７年２月 27 日（木）から令和７年４月 1７日（木）まで 

■応募期間 3 令和７年４月３０日（水）から令和７年６月 1９日（木）まで 

■応募期間 4 令和７年７月２日（水）から令和７年８月 2１日（木）まで 

①10 時 ②11時 ③14 時 ④15 時 ⑤16 時 の５区分で各１時間程度 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く） 

【相談できる内容】 

⚫ 事業所設置予定地の場所の確認 

⚫ 条例等の基準を満たす施設であるか否かの確認 

⚫ 保育制度の内容説明 

⚫ 応募可能な事業者であるか否かの確認 

⚫ 提出書類に関すること 

【相談問合せ先・応募相談場所】 

大阪市役所 こども青少年局幼保施策部幼保企画課（環境整備グループ） 

大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 地下１階北側 

電話 ０６－６２０８－８０４１・８１０９ 
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(３) 応募にかかる事前登録について 

ア 事前登録 

   応募する場合は所定の用紙（申込用紙）に必要事項を記載し、添付書類を添え

て事前登録を行ってください。なお、事前登録を行っていない応募予定事業者及

び案件は、受付期間内に応募書類を持参しても受付をいたしません。 

   ※事前登録前に、原則 1 回は応募相談を行ってください。 

イ 事前登録受付期間 

■応募期間 1 令和６年 12 月 2３日（月）から令和７年 2 月３日（月）まで 

■応募期間 2 令和７年２月 27 日（木）から令和７年４月３日（木）まで 

■応募期間 3 令和７年４月３０日（水）から令和７年６月５日（木）まで 

■応募期間 4 令和７年７月２日（水）から令和７年８月６日（水）まで 

  午前９時から正午まで、及び午後１時 30 分から午後 5時 30 分まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く） 

事前登録の書類は原則持参としますが、送付による場合は書留に限ることとし、

事前登録期間最終日午後５時 30 分までに必着とします。 

ウ 受付場所 

上記『(2) 応募相談について【相談問合せ先・応募相談場所】 』と同じ 

エ 事前登録書類（１部） 

※ ★印のあるものは応募書類でコピーの提出が必要になります。 

(ア) 事前登録申込書 様式第1号 

(イ) 応募事業者確認書類（※いずれも原本かつ発行後３か月以内のものが必要） 

A 応募事業者が法人の場合 

・★法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

・★印鑑登録証明書 

B 応募事業者が個人の場合 

・★住民票の写し（原本が必要） 

・★印鑑登録証明書 

(ウ) ★誓約書（様式第２号） 

(エ) ★応募物件の登記事項証明書（全部事項証明書） 

（土地に建設する場合は土地分及び公図、賃貸物件を改修する場合は建物分

が必要） 

※いずれも原本かつ発行後３か月以内のものが必要 

(オ) ★事前登録チェック表（様式第３号）その３ 

(カ) 整備工事スケジュール表（様式については任意） 

工事入札、工事契約、工事着工、事業開始時期等が記載されたもの。 

※ ＿線の証明書等は全て原本かつ発行後３か月以内のものを添付してください。 

※ 複数申込みの場合、案件ごとに提出が必要ですが、（イ）は共通で可とします。 
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(キ) ★検査済証等 

提出に必要な書類は下表をご参照ください。 

※ 耐震基準を満たしていない場合は、認可を受けるまでに改修し、耐震基準を確保する

ことを条件に応募可とします。その場合は、改修後に耐震診断結果等耐震性が証明で

きるものの提出が必要となります。 

 

(４) 応募書類の受付期間 

■応募期間 1 令和６年 12 月 2３日（月）から令和７年 2 月 1８日（火）まで 

■応募期間 2 令和７年２月 27 日（木）から令和７年４月 1７日（木）まで 

■応募期間 3 令和７年４月３０日（水）から令和７年６月 1９日（木）まで 

■応募期間 4 令和７年７月２日（水）から令和７年８月 2１日（木）まで 

午前９時から正午まで、及び午後１時 30 分から午後 5 時 30分まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始等市役所閉庁日は除く） 

※ 応募書類の提出は持参とします。送付等による受付は行いませんので、ご注意くだ

さい。なお、書類の提出時に提出書類が揃っているか確認を行います。確認に時間を

要する場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いいたします。また、提出書類に

不足等がある場合は、受付できません。 

※ 受付期間中の書類差替えは可能としますが、受付期間終了後につきましては、原則、

書類差替え等は行えません。 

 

  

検査済証

の有無 

建築確認 

通知日 
必要提出書類 備  考 

有 

(紛失した

場合を含

む) 

昭和 56 年 

６月１日以降 
検査済証の写し 

★建築基準法第7条第5項

又は第7条の２第5項によ

る検査済証 

★検査済証を紛失した場合

は台帳記載事項証明が必要 

昭和 56 年 

5 月 31 日 

以前 

検査済証の写し及び 

耐震診断結果等新耐震基準での

耐震性が証明できるもの 

無 

(完了検査

を受けて

いない) 

★ 通知日は 

問わない 

① 
建築基準法適合状況調査に

よる調査書 

★耐震診断結果等新耐震基

準での耐震性が証明できる

もの及び①～③のいずれか

が必要。 

★特定行政庁へ照会し、場

合によっては不適格になる

ことがあります。 

② 
200 ㎡超の用途変更は既存

状況報告書（写） 

③ 

建築基準法第 12 条第 1 項

に基づく建築物定期調査結

果書 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000591128.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
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(５) 応募書類について 

➢ 応募書類は、正本１部及び副本（写し）５部の計６部とします。 

➢ 提出書類一覧表（チェック表）等を参照のうえ、必要書類を提出してください。 

➢ 応募書類については「提出書類一覧表（チェック表）」の項目番号ごとにインデック

スを付け、それぞれの項目番号ごとにページ番号（１－１・１－２、３－１・３－２

等）を付記したうえで、１部ずつＡ４ファイルに穴をあけて綴じてください。クリア

ブックリフィル（ポケット）等での提出は不可とします。 

➢ 応募書類の表紙及び背表紙には、正本・副本の表記、事業者名、募集番号、行政区を

明記するようにしてください。 

➢ 応募書類の詳細については、提出書類一覧表（チェック表）にて確認し、提出前にチ

ェックを行ってください。なお、提出書類一覧表（チェック表）は、提出時のチェッ

ク作業にも使用しますので、応募書類（正本・副本）それぞれの巻頭に綴じてくださ

い。 

※ 副本については応募書類提出期間中に本市が確認した正本を複写し、次の副本提出

期日までに提出してください。 

■応募期間 1 令和７年２月 2６日（水）まで 

  ■応募期間 2 令和７年４月 2４日（木）まで 

  ■応募期間 3 令和７年６月 2６日（木）まで 

  ■応募期間 4 令和７年８月 2８日（木）まで 

 

（注）当募集要項に沿って応募書類が作成されていない、提出された応募書類に不備・

欠落がある場合などにおいては、書類の受理をお断りさせていただきます。応募書

類については、正本、副本ともに必ず内容を確認のうえ、提出してください。 

 

⚫ 提出した応募書類の応募締め切り後においての内容変更及び追加書類の提出は認め

ません。ただし、本市から資料追加要求があった場合はこの限りではありません。 

⚫ 応募書類は、様式の定めがある場合を除き、原則として、日本語、Ａ４縦型（図面

も含めて）、横書きで作成すること。（Ａ４サイズで読みにくい又は字が小さすぎて

読めない場合は、Ａ３サイズとし、片袖折りで作成してください。）両面印刷での提

出も可能です。 

⚫ パイプ式ファイル、フラットファイル（背表紙伸縮式含）に綴じて提出してくださ

い。 

⚫ クリアブックリフィル、Z 式ファイル、リングファイルは使用しないでください。 

⚫ 応募書類は返却しません。 

⚫ 応募提案については、選定終了後など必要に応じ、その内容を公表する場合があり

ます。ただし、応募者の正当な利益を害するものについては、非公開とします。 

⚫ 提出書類の中に、保護者や児童の氏名など応募に直接関係のない個人情報が含まれ

る場合は、黒塗りするなど対策を講じてください。 

⚫ ヒアリング時に応募書類の内容に基づいて質問を行う場合がありますので、応募事

業者も控えを取り、ヒアリング時に持参するようにしてください。 
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１０ 設置・運営予定者の選定 

(１) 設置・運営予定者の選定について 

ア 設置・運営予定者の審査は、外部有識者で構成する審査会にて行います。 

イ 応募事業者（事業主および委託先）については、提出書類及びヒアリングにより総

合的に審査を行います。 

ウ 審査は、審査基準に基づき審査します。 

エ 設置・運営予定者は審査会の結果を受けて、大阪市が決定します。 

 

(２) 審査会及び審査方法について 

ア ヒアリングについて 

審査会におけるヒアリングは、事業主の代表者（又は、事業責任者）及び事業所の

施設長（管理者）予定者の出席が必要となります。なおヒアリングには、４人まで出

席可能です。ただし、出席できるのは、経営者、従業員及び採用予定者に限ります。 

運営事業を委託する場合は、委託先の事業責任者の出席も必要です。その場合で

も、出席可能人数は４人とします。 

イ 審査会の日程について 

   応募期間ごとに下記の期間中に実施します。 

応募申請後、日程が確定次第、応募事業者の代表者宛て通知します。 

なお、ヒアリングに出席できない場合は、審査対象から除外しますので、あらかじ

めご了承ください。 

審査会におけるヒアリング日程につきましては、応募事業者の代表者宛て郵送に

て通知します。 

■応募期間 1 令和７年３月下旬から令和７年４月上旬まで 

■応募期間 2 令和７年５月下旬から令和７年６月中旬まで 

■応募期間 3 令和７年７月中旬から令和７年８月上旬まで 

■応募期間 4 令和７年９月下旬から令和７年 10 月中旬まで 

応募書類受付期間終了後３週間を経過しても通知が届かない場合は次のお問い合

わせ先へご確認をお願いします。  

 【お問合せ先】 

大阪市役所 こども青少年局幼保施策部幼保企画課（認可給付グループ） 

大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 地下１階北側 

電話 ０６－６２０８－８０１８ 

ウ 審査の対象について 

審査会においては、「事業者の概要」、「事業計画」、「整備計画」について評価を行い、

各項目において 50％以上を獲得し、かつ、全体で 60％以上を獲得した事業者を予

定者選考の対象とします。 
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(３) 主な審査項目（※内容は変更する可能性があります。） 

 審査内容（概要） 配点 

事業者 

現況 

①事業者の運営理念・保育方針について 

②事業者の役員構成・法人事業部等の組織体制等について 

③代表者・事業責任者について 

④監査指摘の事後対応について 

⑤良好な運営確保についての方法及び考え方について 

⑥財政基盤・財務状況について 

⑦規程整備について 

3 割 

程度 

事業計画 ①施設運営にかかる収支予算計画について 

②施設の運営方針について 

③施設長予定者及びその運用方法について 

④職員配置計画について 

⑤職員研修・人材育成に関する考えについて 

⑥教育・保育に関する全体的な計画等について 

⑦給食について 

⑧通常時及び災害時非常時の安全管理について 

⑨こどもの虐待防止の取組について 

⑩配慮を要するこども・家庭支援が必要な保護者への取組について 

⑪苦情処理の取組について 

⑫連携施設の確保について 

５割 

程度 

整備計画 ①施設整備にかかる資金計画について 

②認可基準に関わる設備について 

③認可基準外の設備等について 

④屋外遊戯場について 

2 割 

程度 

合 計 
 100 

点 

※内容は応募種別により変更となる場合があります。 

※審査項目の詳細は、大阪市ホームページ「令和７年度 保育施設等設置・運営事業者

募集における審査項目（概要・詳細）」にて公開しています。資料作成及び審査会におけ

るヒアリングの参考としてください。 

 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000642538.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000642538.html
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１１ 応募費用 

応募にかかる一切の費用については、応募事業者の負担とします。 

 

１２ 設置・運営予定者選定までのスケジュール（応募期間１～４） 

    【応募期間１】 

内  容 日  程 

応募相談期間 令和６年 12月 2３日（月）～令和７年 2月 1８日（火） 

事前登録受付期間 令和６年 12月 2３日（月）～令和７年 2月３日（月） 

応募書類（正本）受付期間 令和６年 12月 2３日（月）～令和７年 2月 1８日（火） 

応募書類（副本）受付期限 令和７年 2月 26 日（水） 

審査会開催期間 令和７年 3月下旬～令和７年４月上旬 

審査結果の公表 令和７年５月上旬 

 

   【応募期間２】 

内  容 日  程 

応募相談期間 令和７年 2月 27 日（木）～令和７年 4月 1７日（木） 

事前登録受付期間 令和７年 2月 27 日（木）～令和７年 4月３日（木） 

応募書類（正本）受付期間 令和７年 2月 27 日（木）～令和７年 4月 1７日（木） 

応募書類（副本）受付期限 令和７年４月２4日（木） 

審査会開催期間 令和７年 5月下旬～令和７年 6 月中旬 

審査結果の公表 令和７年７月上旬 

 

   【応募期間 3】 

内  容 日  程 

応募相談期間 令和７年 4月 30 日（水）～令和７年 6月 19 日（木） 

事前登録受付期間 令和７年 4月 30 日（水）～令和７年 6月５日（木） 

応募書類（正本）受付期間 令和７年 4月 30 日（水）～令和７年 6月 19 日（木） 

応募書類（副本）受付期限 令和７年 6月 26 日（木） 

審査会開催期間 令和７年 7月中旬～令和７年 8 月上旬 

審査結果の公表 令和７年９月上旬 

 

   【応募期間 4】 

内  容 日  程 

応募相談期間 令和７年 7月２日（水）～令和７年 8 月 2１日（木） 

事前登録受付期間 令和７年 7月２日（水）～令和７年 8 月６日（水） 

応募書類（正本）受付期間 令和７年 7月２日（水）～令和７年 8 月 21日（木） 

応募書類（副本）受付期限 令和７年 8月 28 日（木） 

審査会開催期間 令和７年 9月下旬～令和７年 10 月中旬 

審査結果の公表 令和７年 1１月上旬 
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１３ 設置・運営予定者の選定結果 

   選定結果及び委員講評の内容は、応募事業者に通知します。また、選定された事業者

の名称、設置予定場所及び委員講評の内容等は本市ホームページ上で、公表します。 

 

１４ 設置・運営予定者決定後の手続き 

   設置・運営予定者は、保育施設等を開設するため、認可・確認を受ける必要がありま

す。 

 

１５ その他 

(１) 建築基準法等の関係法令、通知などを遵守し、多様化する保育ニーズへの柔軟かつ迅

速な対応が可能な事業所を整備し、大阪市の選定を受けた設置・運営予定者自らが運営

すること。 

(２) 設置・運営予定者となった者は事業所の整備にあたり、近隣への日照・騒音等の環境面

に配慮するとともに、設置・運営予定者自身の責任において誠意をもって対応すること。

また、事業所の整備と運営を円滑に行うためには、近隣住民等の理解と協力が不可欠で

あり、事前に丁寧な説明を行うとともに近隣住民からの要望等については、設置・運営

予定者の責任において、誠意をもって対応すること。 

(３) 避難確保計画の作成について 

近年、全国各地で豪雨災害が多発しており、平成 29 年６月に水防法が改正されました。

河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設【保育所、認定こども園、地

域型保育事業所等を含む】では、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務化されていま

す。 

※ 避難確保計画の作成提出は開設前に行う必要があります。詳細は大阪市ホームページ

の以下のページをご参照ください。 

 

参考ページ：「水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等につ

いて」 

URL：https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000409706.html 

 

 

 

 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000409706.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000409706.html
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